
古
文
書
か
ら
見
た
長
和
庄
の
長
井
氏

長

和

庄

に

つ

い

て

長
和
庄

の
正
史
で
あ
る

『
福
山
市
史
』
は
、
長
井
氏
に
つ
い
て
、
大
江
広
元
の
嫡

男
で
あ
る
長
井
時
広
が
備
後
守
護

と
な
り
、
時
広

の
次
男
泰
重
が
長
和
庄

の
地
頭
職

を
得

て
泰
重

の
子
息
た
ら
に
分
割
譲
与
し
た
。
泰
重
の
嫡
男
頼
重
の
弟
達
は
備
後

の

所
領
に
根
を
お
ろ
し
、
田
総
氏

（
本
拠
田
総
庄
）
福
原
氏

（
本
拠
信
敷
庄
）

の
祖
と

な
り
、
要
害
堅
固
な
備
後
北
部

に
入
部
し
た
。

長
和
庄

は
下
地
中
分

の
結
果
、
現
在
地
頭
分
と
呼
ば
れ
る
西
南
半
分
が
地
頭

の
支
配

地
、
東
北
半
分
が
庄
園
領
主
の
支
配
地
と
な
る
。

建
武

の
新
政

の
時
、
長
和
庄
地
頭

の
長
井
貞
頼
は
備
後
か
ら
直
接
足
利
高
氏
の
旗
下

に
参
加
し
て
い
る
。

ま
た
、
庄
園
領
主

の
支
配
地

で
あ
る
草
戸
町

の
真
言
宗
常
福
寺

（現
在
の
明
王
院
）
は
、

草
創
を
大
同
二
年

（八
〇
七
）

弘
法
大
師

に
よ
る
開
基
と
し
、
そ
の
裏
付
け
と
し
て
、

現
本
堂

（観
音
堂
）

の
基
礎

の
下
方

に
あ
る
柱
穴
遺
跡
と
、
十

一
面
観
音
像

（
弘
仁

仏
）
を
所
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
し
か
し
、
常
福
寺

の
国
宝
本
堂

（頼

秀

の
墨
書
銘
）
と
国
宝

五
重
塔

（頼
秀

の
陰
刻
銘
）

に
は
地
頭
長
井
頼
秀

の
名
前
が

残
さ
れ
、
建
築
遺
跡
は
古
文
書
に
代

る
生
き
た
史
料
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

従
来

の
通
説
は
文
献
史
料
と

一
致
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

蒙
古
襲
来
期

の
長
和
庄
地
頭
職
分
割

鎌
倉
時
代

の
中
期
、
蒙
古

の
使
者
は
日
本
と
の
通
交
を
求

め
て
、
次
々
と
日
本
に

や
っ
て
く
る
。
文
永
八
年

（
一
二
七

一
）
九
月
、
幕
府
は
鎮
西
に
所
領
を
有
す
る
御

家
人

に
西
国
移
住
を
命
じ
、
翌
年

の
二
月
に
は
、
九
州

の
御
家
人
に
筑
前

・
肥
前

の

要
害
警
備
を
命
じ
て
異
国
警
固
番
役
を
開
始
し
、
同
年
十
月
に
は
軍
役
を
賦
課
す
る

た
め
大
田
文

（
一
国
単
位
の
土
地
台
帳
）

の
作
成
を
諸
国
に
命
じ
て
い
る
。

幕
府
は
外
敵

に
立
ち
む
か
う
体
制
づ
く
り
進
め
て
、
翌
年

に
は
、
執
権
北
条
時
宗
と

北
条
氏
の
外
戚

で
幕
府
最
大
の
実
力
者
、
安
達
泰
盛

（時
宗

の
舅
）

に
よ
る
主
導
権

が
確
立
さ
れ
る
。

（以
下
、
関
係
資
料
の
文
章
を
読
み
下
し
文
と
す
る
）

（文
永
十
年
、
長
井
泰
茂
請
文
）

/Jヽ

林

定
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長
和
庄
半
分
和
与

の
事

謹
ん
で
承
り
候

い
了

ぬ
、
其

の
間

の
子
細
、
御
使
に
、

申
し
せ
し
め
候

い
了

ぬ
、
定
め
て
申
さ
れ
候
う
や
。

恐
々
謹
言

（文
永
十
年
）

八
月
十

二
日

泰
茂

（花
押
）

『
田
総
文
書
』

○
請
文

―
―
上
司
か
ら
文
書
を
受
け
と

っ
た
時
、
相
手

の
要
求
を
承
認
し
た
こ
と

を
記
し
て
申
し
送
る
文
書
。
○
長
和
庄

―
―
成
立
は
仁
平
元
年

（
一
一
五

一
）

に

興
善
院

に
寄
進
さ
れ
る
。
福
山
市
田
尻
町

・
水
呑
町

・
箕
島
町

・
草
戸
町

・
西
神

島
町

・
佐
波
町

・
瀬
戸
町

一
帯
。
○
和
与
―
―
―
物
又
は
権
利
を
無
償

で
他
人

に

与
え
る
こ
と
。
地
頭
職

の
半
分
を

一
族
の
者
に
譲
る
。
○
了
ぬ
―
―

お
わ
り

ぬ
の

音
便
。
○
恐
々
謹
言

―
―

書
状

の
書
止
に
用

い
る
文
言
。
○

（文
永
十
年
）―
―

書
か
れ
て
い
る
字
は
、
異
筆

の
小
字

で
追
手
書
の
よ
う
で
あ
る
。
請
文
に
は

一
般

的

に
は
年
号
を
書
か
な

い
。
○
泰
茂
―
―
長
井
判
官
代
出
羽
守
泰
茂

で
生
没
年
未

詳
。
長
井
時
広

の
庶
子

『
尊
卑
分
脈
』
は
時
広

の
第
五
子
と
し
、
ま
た

『
群
書
類

従
」
巻
六
十
三
は
、
時
広

の
第

二
子
と
す
る
。
建
長
年
中

の
こ
ろ
は
関
東

で
将
軍

供
奉
随
兵
役
等
を
勤
め
る
、
美
濃
国
茜
部
庄
地
頭

・
備
後
国
信
敷
庄
西
方
地
頭

・

備
後
国
世
羅
郡
西
条
神
崎
庄
領
家
職
を
も

つ
。

こ
の
請
文

の
宛
先
は
不
明
で
あ
る
が
、
長
井
時
広

の
所
領
は
、
当
時
長
井
氏

の
惣

領
長
井
時
秀
が
統
割
し
て
い
た
。

長
井
氏

の
地
頭
職
相
伝
記
録

の
残
る
、
奈
良
東
大
寺
領
美
濃
国
茜
部
庄

で
は
、
承
久

の
乱
後

に
、
長
井
時
広
が
地
頭

に
補
任
さ
れ
、
以
後
出
羽
守
泰
茂

・
出
羽
法
印
静
喩

と
伝
領
さ
れ
、
静
喩

の
子
息

の
出
羽
孫
二
郎
泰
朝
と
出
羽
大
夫
阿
○
梨
桓
喩
の
兄
弟

に
伝
領
さ
れ
た
が
年
貢

の
未
進
が
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
惣
領
長
井
高
冬
は
庶
子
領
没

収
権
を
行
使
し
、
元
徳

二
年

（
一
三
二
〇
）
迄
庶
子
領

の
最
終
的
な
処
分
権
を
保
持

し
て
い
た
。

長
井
時
秀

（安
達
泰
盛

の
妹
婿
）
は
関
東
評
定
衆
で
評
定
衆

で
の
席
次
は
、
北
条

一

族
と
安
達
泰
盛

の
次
席

で
、
積
極
的
に
異
国
防
禦
を
推
進
し
て
い
た
も

の
と
推
定
さ

れ
、
長
井

一
族
も
鎮
西

で
の
御
家
人
役

（
異
国
防
禦
）
勤
仕

の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
す
る
と
、
泰
茂
は
自
分

の
意
思
に
よ
ら
ず
、
時
秀

の
意
を

う
け
て
、
地
頭
職
を
分
割
す
る
こ
と
に
同
意
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

太
田
庄

の
年
貢
が
、
大
田
庄
か
ら
尾
道
え
、
尾
道
か
ら
船

で
高
野
山
に
送
ら
れ
た
よ

う
に
、
長
和
庄

の
役
割
は
、
備
北

の
田
総
庄

。
信
敷
庄

・
小
童
保

の
年
貢
米
を
長
和

庄

に
集
め
長
和
庄
か
ら
船
で
、
京
都

（蒙
古
襲
来
時
は
九
州
又
は
長
門
国
）
え
と
物

資
を
送
る
た
め
海
岸

（
港
）

の
支
配
権
を
地
頭
方
が
握
り
海
を
分
割
し
て
利
用
し
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

嘉
元
の
鎮
西
異
国
警
固
番
役
大
改
正
と
四
条
烏
丸
箸
料
所

文
永
十

一
年
、
弘
安
四
年

（
一
二
八

一
）

と
二
度

に
亘
る
蒙
古
襲
来

に
続

い
て
、

第
三
次
襲
来

に
備
え
て
幕
府
は
厳
重
な
防
備
を
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
蒙
古
襲
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■
こ
ｔ
隻
肇
ｔ
在
業

に
減
少
し
、
ま
た
先
頭

・
御
家
人

に
と

っ
て
も
警
置
番
役
は
出

費
も
か
さ
み
大
き
な
負
担
と
な

っ
て
い
た
。

（嘉
元
元
年
、
議
羽
左
遼
大
大
将
鐘
宛
、
提
東
御
教
書
）

備
後
国
信
敷
庄
半
分

（
西
方
）
地
頭
職

の
事
、

四
条
鳥
丸

の
簿
料
所
と
し
て
、
沙
汰
を
致
さ
し
む

べ
き
の
状
、

仰
せ
に
依

っ
て
執
達
件

の
如
し
。

事
元
元
年
十

二
月
十
燿
議

（
一
三
〇
五
）
　

相
　
模
　
守

（花
押
）

左
京
権
大
夫

（花
押
）

出
羽
左
近
大
夫
将
監
入
道
殿

『
毛
利
家
文
書
』

○
関
東
御
教
書

―
―

鎌
念
幕
府

の
執
権
と
運
署
が
鎌
倉
将
軍

の
命
を
華

じ
て
発
給

す
る
文
書
。
○
信
敷
庄

，
―

広
島
県
庄
原
市
南
部
、
平
家
没
官
領
。
０
四
条
鳥
丸

―
―
京
都
府
中
京
区
。
○
簿

―
―
御
家
人
役

の

一
つ
と
し
て
、
京
都

の
警
固
に
あ

た

っ
た
在
京
武
士

の
勤
番
所

（
五
間
に
三
間
の
板
屋
で
楯
を
並

べ
て
い
た
、
夜
中

で
も
五
十
騎
く
ら

い
は
講
め
て
い
た
。
）

で
、
夜
は
等
火
を
た
き
重
犯
罪

の
取
締

り
と
軍
事
行
動
を
主

に
機
当
す
る
。
暦
仁
元
年

（
一
二
三
八
）

に
設
置
さ
れ
鎌
倉

時
代

の
末
に
は
圏
十
八
の
等
が
あ

っ
た
。
〇
沙
汰

―
―

所
領
を
管
理

・
支
配

・
収

益
を
実
現
す
る
行
為
。
○
仰
せ
に
依

っ
て
―
―

鎌
倉
殿
で
あ
る
久
明
親
王

の
こ
と
。

○
相
模
守
―
―
十
代
執
権
北
条
師
時
。
○
左
京
権
大
夫
―
―
連
署
北
条
時
村
。

こ
出
羽
左
近
大
夫
将
監
入
道
―
―
従
来
は

「
尊
卑
分
脈
』

「
福
原
系
区

一
等
か
ら
長

井
頼
秀
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、

『
建
武
年
間
記
』
に
は
「
長
井
前
治
部
少
輔
頼

秀

」
と
頼
秀
の
官
位
は
治
部
少
輔
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
治
部
少
輔
と
は
治

部
省
の
次
官
で
富
位
は
篠
五
位
下
に
あ
た
る
。
将
監
は
近
衛
府
の
判
官
で
第
二
等
官
、

将
監
は
六
位
で
五
位
に
昇

っ
て
も
な
お
将
監
で
あ
っ
た
の
で
左
近
大
夫
将
監
と
い
ゝ
、

大
夫
は
五
位
の
麗
称
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
官
位
か
ら
判
断
す
る
と
治
部
少
輔
と
左

近
大
夫
将
監
は
網
人
で
、
左
近
大
夫
将
監
は
頼
秀
の
父
親
か
と
推
定
す
る
。

こ
の
文
書
は
、
信
敷
度
地
頭
職
が
四
条
鳥
丸
の
簿
料
所
で
あ
っ
た
と
す
る
単
純
な

文
書
で
な
く
、
長
井
氏

一
族
が
御
家
人
役
と
し
て
四
条
鳥
丸
筈
屋
番
役
を
勤
め
て
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
霧
屋
守
護
人
に
な
る
と

一
族
は
在
京
し
て
交
代
勤
番
し
て

い
た
こ
と
か
ら
、
長
井
氏
の
鎌
倉
時
代
備
北
入
部
説
は
疑
間
で
あ
る
。

京
都
大
番
役
は
数
年
に

一
度
三
ケ
月
程
度
で
済
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
等
屋
在
京
勤

番
と
な
る
と
経
済
的
負
難
が
増
し
た
こ
と
か
ら
、
鐘
敷
庄
所
領
年
黄
免
除
の
適
用
を

受
け
た
文
書
の
よ
う
で
、
当
時
御
家
人
役
は
田
率
所
課
と
呼
ば
れ
て
い
た
よ
う
に
所

領
の
多
少
に
応
じ
で
賦
課
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
御
教
書
が
発
給
さ
れ
た
嘉
元
元
年

（
一
三
〇
三
）
十
二
月
に
、
暮
府
は
鎮
西
の

異
国
警
固
番
役
の
制
規
に
大
改
正
を
加
え
た
時

で
、

こ
れ
ま

で
の
各
国
地
域
別

勤
務
の
制
度
は
、
九
州
を
五
番
に
分
け
各
番
は
そ
れ
ぞ
れ

一
年
間
づ
ゝ
勤
務
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
備
後
の
御
家
人
が
警
固
番
役
を
担
当
し
た
と
推
定
さ
れ
る
長
門
国
で

も
、
鎮
西
の
番
役
と
同
様
に
大
改
正
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
長
井
氏
の
御

家
人
役
は
戦
時
の
軍
役
で
あ
る
長
鶏
異
国
警
固
番
役
か
ら
、
平
時
の
京
都
簿
屋
番
役
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に
変
更
さ
れ
た
も
の
と
推
定
す
る
。

蒙
古
来
襲
後

の
翌
文
永
十

二
年
正
月
、
長
門
国
防
禦

の
た
め
幕
府
は
北
条
時
宗

の

末
弟
宗
頼
を
長
門

・
周
防

の
守
護
と
す
る
。
同
年
四
月
、
蒙
古

の
使
者
が
鎮
西
で
な

く
長
門
の
室
津

（
山
口
県
豊
浦
町
）

に
上
陸
し
た
こ
と
で
、
長
門
北
岸
も
警
固
せ
ね

ば
な
ら
な

い
要
衝
地
と
な
り
、
幕
府
は
防
備
対
策
と
し
て
翌
五
月

に
、
長
門

・
周
防

安
芸

・
備
後
の
御
家
人

に
要
害
の
警
固
を
命
じ
て
い
る
。
そ
の
後
、
長
門

で
も
鎮
西

同
様

に
防
禦

の
石
築
地
等
が
築
か
れ
た
よ
う
で
、
豊
浦
町
黒
井

に
は
、
石
築
地

の
基

礎
石
が
現
在
も
残

っ
て
い
る
。

弘
安
四
年
六
月
上
旬
蒙
古
軍
は
ふ
た

ゝ
び
攻
め
て
く
る
、
そ
の
時
蒙
古
軍
の

一
隊
約

二
百
隻
は
長
門
浦
を
攻
撃
し
た
が
、
日
本
側

の
防
戦
に
阻
ま
れ
て
上
陸
を
断
念
し
九

州
の
本
隊
に
合
流
し
て
い
る
。

長
和
庄
為
町
蹴
庄
官

と
地
頭
の
対
立

鎌
倉
時
代
後
期

に
な
る
と
、
異
国
警
固
番
役
や
石
築
地
修
補
な
ど
か
ら
御
家
人
の

負
担
は
増
加
し
て
い
た
。
庄
園
の
現
地
で
は
、
地
頭

・
御
家
人
と
庄
官

の
対
立
が
激

し
く
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
が
起

っ
て
い
た
。
庄
園
領
主
側
は
地
頭

の
非
法
を
幕

府
に
訴
え
る
と
、
幕
府
は
相
輪
を
和
与

で
解
決
す
る
よ
う
に
進
め
て
い
た
。

（年
月
未
詳
、
備
後
国
長
和
庄
領
家
地
頭
所
務
和
与
状
）

和
与
す
、
安
居
院

の
悲
田
院
領
備
後
国
長
和
庄
領
家

地
頭
所
務

条
ロ
ロ
国
。

一
、
検
断

の
事

右
、
領
家
地
頭
相
共

に
半
分

の
沙
汰
を
致
す
べ
き
也
、
但
し
領
家
分

に
於

い
て
、

田
畠

の
内

（
公
田
公
畠
を
除
く
定
め
）

の
在
家
は
地
頭
之
を
綺
う

べ
か
ら
ず
、

地
頭

に
於
け
る
門
田
畠

の
内

（
公
田
公
畠
を
除
く
定
め
）

の
在
家
は
、
預
所
之
を

綺
う

べ
か
ら
ず
、
其
外
は
、

始
め
よ
り
御
油
畠

・
市

・
庄
内
皆
も

っ
て
両
方
半
分
為

べ
き
も
の
也
。

一
、
百
姓
赴
死
亡
丼
び
に
罪
科
跡

の
事
、

（内
容
略
す
）

一
、
山
河
海

の
事
、

右
、
和
与

の
儀
を
以
て
、
地
頭
方
之
を
管
領

（
支
配
）
さ
る
べ
し
、
但
し
限
あ
る

年
貢
課
役
等
等

に
於

い
て
は
、
辮
怠
無
く
其

の
沙
汰
を
致
す

べ
し
、
次

に
山
河
海

辺
の

（
以
下

の
文
欠
失
）

「
田
総
文
書
』

○
所
務

―
―
土
地

や
年
貢
の
支
配
、
徴
集

の
こ
と
。
所
領

の
管
理
。
○
和
与
―
―

紛
争

の
解
決
を
当
時
者
同
士

の
話
合

い
で
処
理
す
る
。
○
安
居
院

の
悲
田
院

―
―

京
都
府
上
京
区
扇
町
。
安
居
院
と
は
地
名
、
悲
田
院
は
本
来
病
人

・
窮
者

・
孤
児

救
済
の
施
設
。
後
年
後
花
園
天
皇

の
勅
願
寺
と
な
る
。
○
領
家
―
―
庄
園
領
主
悲

田
院

の
こ
と
。
○
検
断
―
―
警
察

・
刑
事

・
裁
判
権

の
こ
と
。
○
在
家

―
―
家
屋

と
付
属
の
田
畠
。
○
綺
う

べ
か
ら
ず

―
―
邪
魔
を
し
な
い
、
干
渉
し
な

い
こ
と
。

○
預
所

―
―
庄
園
領
主

の
代
理
の
役
人
、
社
寺
は
僧
侶
が
任
命
さ
れ
た
。
○
管
領

―
―
支
配
す
る
こ
と
、　
○
市
―
―
大
勢

の
人
々
が
交
易
を
行
う
所
。
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こ
こ
文
書
は
、
後
当
ま
分
が
ス
失
し
て
い
る
た
め
、
何
ケ
条
書
か
れ
て
い
た
の
か
、

ま
た
和
与
が
行
は
れ
た
年
月
日
と
、
預
所
と
地
頭
名
も
不
明
で
あ
る
。

第

一
ケ
条
の
庄
内
検
断
に
就
い
て
、
領
家
分
の
日
畠
と
在
家
に
対
し
て
は
地
頭
が
千

渉
せ
ず
　
地
頭
の
門
田
畠
庵
の
在
家
に
は
預
所
は
干
渉
し
な
い
と
し
た
も
の
で
、
領

家

・
地
頭
の
領
掌
権

・
土
地
支
配
権
を
認
め
、
そ
の
他
の
公
田
と
公
畠
に
つ
い
て
は

双
方
が
半
分
づ
ゝ
支
配
す
る
契
約
で
あ
る
。

和
与
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
、
従
来
第
二
条
の
「
百
姓
透
死
亡
丼
び
に
罪
科
跡
の
事

」

の
文
章
内
容
か
ら
推
定
し
て
建
治
元
年

（
一
二
七
五
）
前
後
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て

き
た
。
し
か
し
当
時
悲
田
院
は
二
条
大
路
と
三
条
大
路
の
間
の
鴨
川
の
西
方
に
あ
っ

た
が
、
延
慶
元
年

（
一
三
〇
八
）
無
人
如
導
に
よ
っ
て
上
京
区
扇
町
の
安
居
院
に
悲

田
院
は
移
転
開
基
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
和
与
状
が
作
成
さ
れ
た
時
期
は
延
慶
元

年
以
降
と
な
る
。
承
久
の
乱
後
に
補
任
さ
れ
た
地
頭
を
新
補
地
頭
と
称
し
、
貞
応
二

年

（
一
三
二
三
）
六
月
に
新
補
地
頭
の
得
分
の
基
準
が
設
け
ら
れ
る
。

新
補
率
法
は
、
露
畠
十

一
軒
毎
に
地
頭
に

一
町
の
給
田
を
与
え
、
そ
の
他
の
露
畠
に

つ
い
て
は
地
頭
が

一
反
あ
た
り
五
升
の
加
徴
米
を
得
分
と
す
る
。
地
頭
に
は
、
曲
野

や
河
海
の
得
分
の
半
分
を
与
え
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

特
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
第
二
条
の
山
河
海
の
事
に
つ
い
て
で
、
地

頭
方
管
領
さ
る
べ
し
と
明
記
さ
れ
て
る
こ
と
で
、
長
和
庄
の
海
に
は
当
然
草
戸
千
軒

が
含
ま
れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
和
与
状
が
作
成
さ
れ
た
時
、
鎮
家

は
海
岸
部
の
支
配
権

を
地
頭
に
委
任
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
後
長
和
菫
海
岸
部
は
旺
盛
な
繁
栄
地
と
な
り
、

長
和
菫
本
郷
の
あ
っ
た
田
尻
町
に
は
、
臨
済
宗
法
灯
国
師
の
弟
子
法
達
祖
伝
が
網
建

し
た
天
徳
寺
、
目
蓮
宗
で
日
像
の
開
由
と
伝
え
ら
れ
る
顕
応
寺
、
水
呑
町
に
は
興
言

宗
か
ら
日
蓮
宗
に
改
宗
し
日
像
を
開
山
と
す
る
重
顕
寺
、
法
華

一
乗

の
妙
頭
寺
、
草

戸
町
に
は
長
井
頼
秀
に
よ
る
常
福
寺
と
寺
院
の
建
立
が
続
く
の
で
あ
る
ｃ

従
来
地
頭
の
支
配
地
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
き
た
瀬
戸
町

（
長
和
村

・
地
頭
分
村

・

曲
北
村
）
に
つ
い
て
、
和
与
が
な
さ
れ
た
後
、
応
安
の
半
済
令
が
出
さ
れ
る
と
悲
圏

院
の
知
行
亀
が
分
割
さ
れ
、
庄
園
の
四
分
の

一
が
悲
露
院
の
知
行
地
で
あ
る
寺
家
分

（寺
院
の
家
人
）
と
な
り
、
新
た
に
四
分
の

一
が
守
護
管
理
地
で
あ
る
寺
家
半
済
と

な
る
。
応
永
十
二
年
の
頃
、
越
前
国
足
羽
菫
福
居
よ
り
渡
辺
氏
が
長
和
庄
に
来
住
す

る
。
初
代
渡
辺
信
濃
守
高
は
長
和
寺
家
の
年
貢
を
二
十
貫
で
請
負
い
。
二
代
目
信
農

守
兼
は
寛
正
三
年
備
後
守
護
山
名
是
豊
に
従
い
子
息
の
信
濃
守
定
と
共
に
河
内
国
金

絵
寺
合
戦
に
参
加
、
軍
功
に
よ
っ
て
山
名
氏
よ
り
長
和
寺
家
半
済
の
代
富
戦
が
与
え

ら
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
後
、
文
明
七
年
に
由
名
是
豊
が
没
落
す
る
迄
長
和
寺
家
半
済

脅
岱
冨
を
動
め
た
よ
う
で
あ
る
。
董
客
と
寺
家
半
済
の
境
域
は
不
明
で
あ
る
が
長
和
福
常

寺

（員
言
宗
福
成
寺
）
と
寺
家
の
内
田
中
名

（
瀬
戸
池
下
流
）
が

『
渡
辺
先
祖
覚
書
』

に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
悲
議
院
の
支
配
地
は
瀬
戸
町

一
帯
に
あ
っ
た
と
、
一警
吾
の

筵
代
目
渡
辺
越
中
守
兼
は
記
し
て
い
る
。
明
応
二
年

（
一
四
九
三
）
の
頃
、
備
後
守
護
山
名
俊

豊
よ
り
羅

褒
美
と
し
て
、
坪
生
五
ケ

・
藁
江
わ
う
き
の
分

・
本
菫
正
枝
分

・
山
北
渡

透
分
、
此
ま
え
御
判
を
頂
載
仕
ま
つ
り
今
に
こ
れ
あ
り
候
。
当
墨
に
於
い
て
は
直
通

（守
護
代
曲
内
直
通
）
に
仕
え
、
彼
方
此
方
に
在
陣
を
致
し
走
う
廻
り
候
こ
と
筆
に

書
き
隷
く
さ
れ
ず
候
…
…
」
山
名
俊
豊
の
被
官
と
な
っ
た
越
中
守
兼
に
恩
賞
が
与
え

ら
れ
る
が
、
坪
生

・
藁
江

・
本
庄
の
三
ケ
庄
は
守
護
領
の
代
官
難
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

曲
北
渡
辺
分

（
長
和
盛
）
は
他
の
所
領
と
異
り
、
我
家
の
所
領
、
渡
辺
分
と
記
し
て

い
る
こ
と
は
、
悲
田
院
の
年
貢
を
請
負

っ
て
い
た
長
和
庄
寺
家
跡
だ
っ
た
よ
う
で
あ
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る
。
山
北
に
つ
い
て
、
文
明
十
七
年

（
一
四
八
五
）
閣
二
月
、

「
尾
道
権
現
堂
檀
那
引
注

文

」
に
山
北
が
見
ら
れ
る
、
そ
の
時
は
山
北

の
境
域
は
不
明
で
あ

っ
た
が
、
天
正
十

九
年

（
一
五
九

一
）
十

二
月
の

「
譜
録
」
打
渡
坪
付

に
「
沼
隈
郡
山
北
内
筒
井
村

」

と
山
北

に
筒
井
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

筒
井
村
と
は
、
瀬
戸
池
上
流

の
瀬
戸
町
筒
井

に
地
名
が
残

っ
て
い
て
、
戦
国
時
代

の

山
北
は
北
は
津
之
郷
町
に
接
し
、
南
は
熊
野
町
下
山
田
の
あ
た
り
ま
で
広
が

っ
て
い

た
よ
う
で
あ
る
。

言
葉

は
時
代
と
共
に
変
化
す
る
も
の
で
、
地
頭
に
つ
い
て
み
る
と
、
平
安
時
代

の

地
頭
は
地
主

・
領
主
と
さ
れ
、
鎌
倉
時
代

に
な
る
と
国
地
頭
と
な
り
、
そ
の
後

の
本

補

・
新
補
地
頭
、
南
北
朝
以
降
守
護
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
た
地
頭
。
更
に
近
世
に

な
る
と
中
世
の
地
頭
職
と
は
何
の
関
係
も
無
い
地
頭
用
語
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。

慶
長
十
三
年

（
一
六
〇
三
）
九
月

の
「
幕
府
老
中
国
替
法
度

」
に

「
国
替
え
に
つ
い

て
地
頭

・
百
姓
等
そ
の
知
行

の
竹
木
猥
り
に
伐
り
取
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と

」
と
徳
川

幕
府

の
許

で
も
地
頭
用
語
は
用
い
ら
れ
、
地
頭

の
呼
称
も
時
代
と
共
に
変
遷
し
、
徳

川
時
代
は
江
戸
幕
府

の
将
軍
の
家
臣
で
あ
る
知
行
地
持
旗
本
の
通
称
と
な

っ
て
い
た
。

長
和
庄

一
帯

の
支
配
者
は
、
戦
国
時
代

の
末
期

に
な
る
と
、
杉
原
理
興

の
弟
杉
原
光

重
の
子
息
で
あ
る
三
谷
重
吉
と
弟

の
長
和
城
主
三
谷
重
信
兄
弟

（閥
閲
録

一
四
二
、
三

渓
清
兵
衛
）
だ
っ
た
よ
う
で
、
福
居
八
幡
官

に
は
玉
額
銘
板
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

「
備
後
国
沼
隈
郡
長
和
荘
矢

奉
表
飾
、
福
居
八
幡
宮
御
神
前
玉
額
所
願
者
、

当
国
住
人
、
藤
氏
三
谷
豊
前
守
重
吉
労
至
言
女
童
女
等
、

武
運
長
久
子
孫
繁
昌
家
門
富
鏡
如
意
吉
祥
、

千
時
　
　
天
正
壬
午
十
稔
八
月
吉
日

」

近
世
初
期
に
長
和
庄

の
小
領
主
と
し
て
杉
原
系
三
谷

一
族
が
瀬
戸
町

一
帯
を
知
行
し

て
い
た
こ
と
か
ら
、
福
島
氏
の
慶
長
検
地

で
、
中
世

の
長
和
庄
地
頭
職
と
は
無
関
係

な
地
名

の
地
頭
分
村

（
知
行
領
主
の
土
地

の
意
）
が
誕
生
し
た
も
の
と
推
則
す
る
。

鎌
倉
時
代
末
期
の
西
方
地
方
長
井
頼
秀
譲
状

鎌
倉
時
代
後
期

に
な
る
と
、
蒙
古
襲
来
時
に
庶
子
は
惣
領
の
統
制

の
も
と
に
異
国
警

固
番
役
を
勤
め
る
が
、
惣
領

に
統
制

さ
れ
て
い
た
の
で
は
庶
子
の
軍
功
は
あ
ら
わ
れ
な

い
た
め
庶
子
は
惣
領

の
統
制
か
ら
離
れ
る
動
き
が
見
ら
れ
、
経
済
的
変
動
と
か
惣
領

の

一
族
支
配
権
に
変
化
が
生
じ
て
、
庶
子
家
は
独
立
し
て
行
く
。

（
元
徳
元
年
、
長
井
貞
頼
宛
、
長
井
道
可
譲
状
）

譲
状
所
領
井
び
に
鎌
倉
地

の
事
、

一
、
備
後
国
長
和
庄
西
方
地
頭
職
、

た
ゞ
し
内

わ
け
お
く
北
方
と
な
づ
く
、

一
、
上
野
国
佐
野
郷
内
、
在
家
四
宇
、
田
八
丁

一
、
尾
張
国
泉
村
、
　

　

在
家

一
宇
、
野
畠
壱
丁
五
反
、

一
、
越
中
国
内
嶋
村
、

一
、
備
後
国
信
敷
庄
内
半
分
西
方
、
四
条
鳥
丸
等
料
所
、

浜

　
　

小
坪
　
　
宅
間
　
　
や
つ

一
、
鎌
倉
地
等
、
　

　

　

は
ま
の
こ
つ
ば
、
た
く
ま
の
谷

右
、
猛
暉
ご

し
弾
正
蔵
人
貞
頼
、
御
下
文
以
下
手
次
等
を
あ
い
そ
え
て
譲
り
渡
す
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所
也
、
さ
ら
に
た
の
さ
ま
た
げ
あ
る
べ
か
ら
ず
、
も
し
子
細
を
申
す
仁
、
子
孫
中

不
幸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
罪
科

あ
ら
ば
ふ
こ
う
の
仁
た
る
べ
し
、
上

へ
申
し
侯
ら
い
て
お
も
き
ざ
い
か
に
申
し
お

こ
な
わ
る
べ
き
の
状
、
件
の
如
し
。

元
徳
元
年
十
二
月
十
二
日
　
　
　
　
　
道
可

（花
押
）

（
一
三
二
九
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
毛
利
家
文
書
』

○
譲
状
‐，‘―

所
領
財
産
な
ど
を
譲
り
渡
す
旨
を
記
し
た
証
文
。
〇
鎌
倉
地
ｌ
ｉ

長

井
貞
頼
は
貞
和
五
年

（
一
三
四
九
）
八
月
の
議
状
に
鎌
倉
墨
地

（
屋
敷
と
土
地
の

こ
と
）
と
記
し
て
い
る
。
鎌
倉
市
の
東
南
、
現
在
の
神
奈
川
県
逗
子
市
小
坪
と
、

鎌
倉
市
浄
明
寺
の
宅
間
の
谷
に
屋
敷
と
土
地
が
あ
っ
た
。
●
長
和
庄
西
方

―
‐
専

門
家
の
議
は
瀬
戸
町
地
頸
分
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
長
和
庄
の
西
方
に
地
頭
職
が
存
在

し
た
の
で
な
く
、
地
頭
職
を
ニ
ツ
に
分
割
し
分
割
後
の
西
方
の
こ
と
で
草
戸
町
、　
草
戸
千

軒
も
含
ま
れ
る
。
０
鏑
子
―
―
嫡
要
の
長
子
、
家
督
を
相
続
す
る
も
の
。
○
弾
正

蔵
人
貞
頼
―
―
頼
秀
の
子
息
、
長
井
出
羽
守
貞
頼
。
○
下
文
―
―
公
式
文
書
で
権

利
等
の
証
文
。
「
下
誰
某

」
と
い
う
様
式
で
窓
賞
地
の
栄
一篠
ご
ど
主
と
し
て
永
続

的
な
権
利
の
付
与
に
用
い
た
。
鎌
倉
幕
府
で
は
将
軍
家
袖
判
下
文
と
、
政
所
の
役

人
が
連
署
し
た
政
所
下
文
が
あ
っ
た
。
○
以
下
―
―
そ
れ
よ
り
下
。
○
手
次
―
―

手
継
に
費
じ
、
土
地
所
有
の
経
過
を
示
す
文
書
。
○
子
細
―
―
差
支
え
と
な
る
事

柄
。
○
仁
―
―
人
と
厨
じ
。
○
件
の
如
し
―
―
護
文
の
止
め
言
葉
。
前
文
に
記
し

た
こ
と
が
ら
。

譲
状
に
つ
い
て
、
譲
状
に
よ
っ
て
他
人
の
妨
害
を
防
ぎ
、
訴
護
の
場
合
の
証
拠
と

す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
本
文
は
自
筆
書
き
、
日
付
は
年
号
か
ら
書
く
。

当
時
の
地
頭
は
譲
状
の
筆
頭
に
本
拠
か
ら
書
き
出
し
て
い
て
、
備
北
の
山
内
氏
は
、

地
艦
庄
、
安
芸
の
小
早
川
氏
は
沼
田
庄
を
筆
頭
に
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
長
井
頼

秀
は
長
和
庄
を
本
拠
と
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
す
る
。

頼
秀
は
四
条
鳥
丸
の
等
番
役
を
勤
め
備
後
の
長
和
庄
と
鎌
倉
屋
地
を
重
要
な
所
領
と
し

て
い
た
。
逗
子
市
小
坪
の
西
方
の
境
界
に
は
飯
島

（飯
島

・
西
浜

・
和
賀
江
島
は
間

一
の
場
所
）
が
あ
り
、
当
時
、
飯
島

・
和
賀
江

一
帯
は
鎌
倉
の
港
湾
商
業
地
域
と
し

て
最
も
栄
え
て
い
た
Ｑ
飯
島
岬
の
突
端
に
は
港
湾
施
設
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
築
島
和

賀
江
島
が
あ
り
、
鎌
倉
時
代
唯

一
の
築
港
跡
と
し
て
国
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。

穣
賀
江
島
の
維
持
管
理
は
極
楽
寺

（鎌
倉
市
極
楽
寺
、
開
基
は
忍
桂
、
真
言
律
宗
）

に
与
え
ら
れ
て
い
た
。
極
楽
寺
の
創
建
者
で
あ
る
北
条
驚
時
は
、
関
東
評
定
衆
長
丼

時
秀
の
妻
の
兄
で
あ
る
安
達
泰
盛
の
舅
に
あ
た
る
。
草
戸
町
の
常
福
寺

（真
言
律
宗
）

の
前
方
に
市
場
港
町
の
草
戸
千
軒
が
栄
え
た
よ
う
に
、
小
坪
の
前
方
に
も
港
湾
が
展

開
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

常
福
寺
に
つ
い
て
、
常
福
寺
を
建
立
し
た
長
井
頼
秀
の
孫
、
長
井
撮
部
助
貞
広
に
相

続
人
が
居
な
か
っ
た
の
で
、
貞
広
は

一
族
の
毛
利
元
春

（初
め
師
親
）
の
第
五
子
の

毛
利
広
世
を
養
子
と
し
た
が
、
広
世
は
至
徳
三
年

（
一
三
八
六
）
の
額
、
長
和
庄
の

関
係
を
断

っ
て
安
芸
国
高
露
郡
福
原
村
に
移
住
す
る
。

ま
た
、
東
方
地
頭
の
田
総
長
井
氏
に
つ
い
て
、
甲
奴
郡
稲
草
村
龍
興
寺
の
古
書

「
轟

興
寺
末
山
世
代
記
」
は
、
長
井
重
継
の
田
総
庄
入
部
を
康
永
二
年

（
一
三
四
三
）
と

記
し
て
い
る
。
以
後
、
東

・
西
地
頭
の
長
井
氏
が
信
敷
護
と
田
総
庄
に
本
拠
を
移
し

た
こ
と
か
ら
、
福
山
市
で
は
長
井
氏
の
研
究
が
進
ま
ず
、
地
元
に
も
長
井
氏
に
関
す

る
中
世
史
料
が
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
常
福
寺
の
近
世
の
榛
札
と
縁
起
が
、
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史
料
の
厳
正
な
分
析
を
う
け
る
こ
と
な
く
、
弘
法
大
師
に
よ
る
大
同
二
年

（
八
〇
七
）

創
建
説
が
盲
目
的
に
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

水
野
氏
が
備
後
に
入
部
し
た
翌
年
の
、
元
和
六
年

（
一
六
二
〇
）
の
大
水
害
に
よ

り
常
福
寺
の
本
堂
は
土
中
に
埋
没
す
る
が
、
水
野
謗
成
に
よ
っ
て
翌
年
の
九
月
に
本

堂
が
再
興
さ
れ
た
と
す
る
棟
札
二
紋
が
常
福
寺
に
あ
る
。

昭
和
三
十
七
年
か
ら
始
め
ら
れ
た
常
福
寺
本
堂
の
解
体
修
理
で
元
和
六
年
の
再
興
の

規
模
が
解
明
さ
れ
る
が
、
棟
札
の
内
容
と
は
異
り
工
事
は
筋
違
と
支
柱
を
入
れ
た
だ

け
の
軽
微
な
も
の
で
、

『
餞
宝
明
王
院
本
堂
修
理
工
事
報
告
書
』
に
よ
る
と
「
も
し
、

元
和
七
年
に
大
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
と
、
元
禄
三
年

（
一
六
九
〇
）
に
解
体
大
修

理
の
必
要
は
全
く
無
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
、
建
築
工
学
の
う
え
か
ら
も
元
和
大
修
理

説
は
苔
定
さ
れ
て
い
る
。

野
々
目
立
爾
が
慶
安
四
年

（
一
六
五

一
）
福
山
に
来
住
し
、
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）

の
こ
ろ
書
い
た

「
草
戸
記
』
に

（御
堂
の
本
尊
観
世
音
の
左
に
は
、
阿
弥
陀
堂

（長

井
頼
秀
建
立
力
）
と
し
て
形
ば
か
り
が
残
り
、
右
に
は
五
重
の
塔
婆
が
懲
え
て
い
た
）

と
記
し
て
い
る
。
も
し
元
和
六
年
の
大
雨
洪
水
に
よ
る
本
堂
埋
没
を
水
野
氏
が
再
興

し
た
の
で
あ
れ
ば
、
阿
弥
陀
堂
も
同
時
に
補
修
さ
れ
た
筈
で
、
三
十
年
後
の
慶
安
四

年
に
形
ば
か
り
の
阿
弥
陀
童
が
残
る
と
い
っ
た
事
態
に
は
絶
対
に
至
ら
な
か
っ
た
筈

で
あ
る
。

五
重
塔
は
貞
和
四
年

（
一
三
四
八
）
に
建
立
さ
れ
た
建
造
物
で
あ
る
が
、
縁
起
に
は
、

平
安
時
代
初
期
の
画
家
魔
鋪
鎌
ぽ
が
母
の
書
提
の
た
め
に
餞
立
し
た
と
か
、
そ
の
際

の
本
工
工
事
は
飛
騨
工
が
行

っ
た
と
し
、
ま
た
五
重
塔
を
再
建
立
と
す
る
た
め
の
細

工
が
巧
妙
に
相
輪
伏
鉢
に
後
世
施
さ
れ
て
い
て
「
再
修

。
覚
忍
」
の
四
文
字
が
追
刻
さ
れ

て
い
る
。
前
記
元
和
七
年
の
本
堂
棟
札
に
は
、
「
大
同
二
年
の
昔
十
方
の
助
成
を
中

で
七
堂
伽
藍
立
細
ょ
り
以
来

」
「
当
寺
を
開
基
し
た
者
大
同
年
中
、
初
め
の
住
持
沙

門
は
伽
藍
造
立
の
願
を
発
し
広
く
衆
に
縁
を
む
す
ぶ
こ
と
を
議
め
た
時
貴
賎
男
女
は

歓
喜
踊
躍
の
思
い
を
成
す
」
と
大
同
二
年
よ
り
七
堂
撫
藍
が
あ
っ
た
と
か
、
勧
進
は

鎌
倉
時
代
に
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
初
蟻
に
歓
進
が
行
わ
れ
た
文
意
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
大
同
二
年
の
創
建
を
裏
付
け
る
史
料
と
し
て
は
難
れ
も
、
信
頼

で
き
な
い
も
の
で
事
実
無
根
の
創
作
伝
承
で
あ
る
。
現
在
の
本
堂
の
下
の
堀
立
柱
穴

は
寺
院
用
の
も
の
か
、
庄
園
関
係
の
雑
掌
と
か
預
所
、
地
頭
代
官
等
の
住
居
務
の
検

討
も
必
要
で
あ
る
。
ま
た
文
化
財
で
あ
る
木
造
十

一
面
観
音
像
に
つ
い
て
、
理
建
時

以
前
の
古
仏
像
が
杞
ら
れ
て
い
る
寺
院
は
多
く

（瀬
戸
田
耕
三
寺
に
は
六
朝

（
四

・

五
世
紀
）
時
代
の
古
仏
あ
り
）
、
藤
原
氏
系
の
長
井
氏
な
ら
ば
京
都
で
古
仏
を
入
手

す
る
こ
と
は
震
段
難
か
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

鎌
倉
幕
府
の
減
亡
と
長
井
貞
績

元
弘
の
変
に
よ
っ
て
、
後
鍵
醐
天
皇
は
隠
鎮
島
に
流
さ
れ
る
が
、
元
弘
三
年

（
一

三
三
三
）
関
二
月
後
醍
翻
天
皇
は
隠
岐
島
を
説
出
し
、
伯
者
の
名
和
長
年
に
選
え
ら

れ
る
。
幕
府
は
、
名
越
高
家
と
足
利
高
氏
を
大
将
と
し
て
伯
書
に
送
る
が
、
高
氏
は

途
中
丹
波
国
篠
村
で
、
後
醍
懸
天
皇
方
に
寝
返
り
六
波
羅
を
攻
め
る
。

（
元
弘
三
年
、
長
井
貞
頼
宛
、
足
利
高
氏
軍
勢
機
促
状
）

伯
音
国
よ
り
、
勅
命
を
蒙
り
候
の
間
、
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参
じ
候
、
合
力
候

ハ
バ
、
本
意
に
候
。

恐
々
謹
言

口
Ⅲ
四
□
　
（騰
紺
）

五
月
六
日
　
　
　
　
　
一局
氏

（花
押
）

長
井
弾
正
蔵
人
殿

「
毛
利
家
文
書
』

〇
軍
勢
催
促
状

―
―
軍
勢
を
出
陣
さ
せ
て
、
味
方
に
参
加
す
る
こ
と
を
依
頼
し
た

文
書
。
○
伯
者
国

―
―
鳥
取
県
西
部

の
船
上
山
。
○
勅
命

―
―
後
醍
醐
天
皇
の
命

令
。
Ｏ
合
カ
ー
ー
カ
添
え
を
し
て
助
け
る
こ
と
。
〇
押
紙
―
―
後

の
人
が
参
考

に

す
る
た
め

（
元
弘
三
）
と
小
紙
片

に
書

い
て
、
紙
片
全
体
を
糊
付
し
料
紙

に
貼
り

付
け
た
も
の
。

こ
の
催
促
状
と
同
文

の
も

の
が
、
結
城
宗
広

。
小
笠
原
貞
宗
と
九
州
の
大
友
氏

・

宇
治
惟
時
　
島
津
貞
久

に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
内
容
は
、

「
天
皇
方

に
加
わ
る
こ
と

に
し
た
の
で
高
氏
軍
に
参
加
し
合
力
し
て
く
れ
れ
ば
う
れ
し
い
置
と
い
う
も
の
。

（元
弘
三
年
、
奉
行
所
宛
、
長
井
貞
頼
著
到
状
）

長
井
出
羽
弾
正
蔵
人
貞
頼
、

今
月
七
日
に
往
就
に
服
参
り
候
い
乳
ば
、

此
の
旨
を
以

っ
て
御
披
露
有
べ
く
候
。

恐
慢
謹
言元

弘
三
年
五
月
八
日
　
　
貞
頼

全
異
花
押
）

御
奉
行
所

（
証
判
）

「

（異
筆
）

「
薦
強
″了

ぬ
」

（高
氏
）

（花
押
）

」

「
毛
利
家
文
書
」

○
著
到
状
―
―
軍
勢
催
促
状
を
受
け
と

っ
た
者
が
、　
一
族
郎
等
以
下
を
率
き

つ
れ

て
戦
陣
に
馳
せ
参
じ
た
時
、
武
力
集
団
の
最
高
責
任
者

に
差
出
レ
証
判
を
う
け
る

文
書
。
〇
披
露
―
―
文
書
を
受
領
し
た
奉
行
人
が
主
人

（
足
利
高
氏
）
に
取
り

つ

ぐ
こ
と
。
Ｏ
恐
慢
謹
言
―
―

書
状

の
書
止
め
に
用

い
る
文
言

で
、
相
手

に
敬
意
を

表
す
。
○
裏
花
押
―
―

普
通
は
署
名

の
下
に
据
え
る
が
、
裏
花
押
は
署
名

の
裏
に

あ
た
る
と
こ
ろ
に
花
押
を
据
え
て
、
相
手

に
敬
意
を
表
す
丁
重
な
書
式
ｃ
Ｏ
証
判

―
著
到
状
を
提
出
さ
れ
た
統
率
者
は
、
著
到
状

に
承
認
し
た
こ
と
を
記
し
花
押
を

据
え
提
出
者
に
返
却
す
る
。
提
出
者
は
著
到
状
を
大
切

に
保
管
し
て
後
日
恩
賞
を

要
求
す
る
場
合

の
証
拠
文
書
と
す
る
。

後
醍
醐
天
皇
は
、
天
皇
親
政
を
実
現
す
る
た
め
討
幕
計
画
を
た
て
た
が
、
正
中

の

変
に
よ

っ
て

一
旦
挫
折
す
る
が
、
再
度
、
討
幕
計
画
を
積
局
的
に
推
進
し
て
い
た
時

内
大
臣
吉
田
定
房
が
密
告
し
た
こ
と
で
、
六
波
羅
探
題
の
大
部
隊
が
皇
居

に
迫
ろ
う

と
し
た
元
弘
元
年
八
月

二
十
四
日
、
天
皇
は
神
器
を
持

っ
て
密
か
に
京
都
を
出

て
南

都
か
ら
笠
置
に
移

っ
た
。

九
月

二
十
日
に
は
鎌
倉
幕
府

の
推
戴

に
よ

っ
て
量
仁
親
王

（
光
厳
天
皇
）
が
践
杵
す
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る
。
践
作
に
は
先
帝
が
剣
璽
を
新
帝

に
授
け
る
剣
璽
渡
御
を
行
う
の
が
例

で
あ

っ
た

が
、
後
醍
醐
天
皇
が
笠
置
に
籠

っ
て
い
た
ゝ
め
剣
璽
渡
御
の
無

い
践
杵
と
な

っ
た
。

九
月

二
十
八
日
に
西
上
し
た
二
十
余
万
の
幕
府

の
大
軍
に
よ

っ
て
笠
置
は
落
城
、
翌

日
後
醍
醐
天
皇
は
宇
治

で
捕
え
ら
れ
平
等
院

に
移
さ
れ
、
三
日
後
に
は
六
波
羅
南
方

に
移
さ
れ
る
。
十
月
六
日
に
な
る
と
神
器
は
六
波
羅
南
方
か
ら
下
京
区
六
条

の
長
講

堂
の
光
厳
天
皇
に
渡
さ
れ
る
が
、

「
太
平
記
」
巻
三
に
は
神
器
の
警
固
人
四
名

の
内

の

一
人
に
、
長
井
弾
正
蔵
人
貞
頼

の
名
が
見
ら
れ
る
。

鎌
倉
時
代
末
に
な
る
と
簿
屋
の
武
士
は
京
都
市
中

の
治
安
維
持
、
京
外

の
戦
闘
に
動

員
さ
れ
る
。
元
弘
三
年

（
一
三
三
三
）
五
月
六
日
に
は
、
長
井
貞
頼
は
幕
府

の
六
波

羅
防
備
の
箸
屋
武
士
と
し
て
、
足
利
高
氏
の
六
波
羅
攻
撃
軍
と
相
対
時
し
て
い
た
筈

で
あ
る
。
高
氏
は
六
波
羅
総
攻
撃
を
前
に
し
て
、
六
波
羅
守
備
の
外
様
有
力
御
家
人

の
切
崩
し
を
計

っ
た
よ
う
で
、
軍
勢
催
促
状
を
受
け
取

っ
た
貞
頼
は
翌
日
の
戦

い
に

高
氏
方
に
味
方
す
る
。

安
芸
国
吉
田
庄
地
頭
毛
利
時
親
が
、
越
後
国
佐
橋
庄

の
南
条
館
を
本
拠
と
し
て
い
た

時
、
宿
所
が
炎
上
し
所
領
等
の
手
継
文
書
を
粉
失
し
た
こ
と
で
、
建
武
元
年

の
頃
、

建
武
政
権
か
ら
毛
利

一
族

の
者

に
問
状
が
出
さ
れ
た
時
、
長
井
治
部
少
輔
頼
秀
と
長

井
出
羽
守
貞
頼
は
紛
失
は
相
違
な
い
事
と
、
請
文
を
京
都
代
官

に
提
出
し
て
い
る
。

従
来
、
長
井
氏
は
鎌
倉
時
代
備
後

の
所
領
に
お
い
て
地
頭
領
主
制
を
確
立
し
て
い
た

と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
長
井
氏
が
支
配
し
た
記
録
が
残
る
美
濃
国
茜
部
庄
地
頭

代
伴
迎
蓮

・
同
国
遠
山
庄
代
官
頼
持
　
但
馬
国
田
公
御
厨
地
頭
代
信
念

・
備
後
国
信

敷
庄
代
官
広
氏

・
同
国
田
総
庄
地
頭
代
重
宗
と
全
て
の
領
地

で
地
頭
は
在
地

せ
ず
、

地
頭
代
官
が
現
地

の
支
配
を
行

っ
て
い
た
こ
と
か
ら
長
井

一
族
は
京
都
又
は
鎌
倉
に

定
住
し
て
い
た
も

の
と
推
定

で
き
、
ま
た
長
井
貞
頼
が
活
躍
し
た
建
武
年
間
迄
の
記

録
も
草
土
常
福
寺
以
外
は
備
後
で
な
く
京
都
で
あ

っ
た
。

長 和 庄 関 連 年 表

12211承 久 3閣 81幕府、官軍方の所領に地頭を補任する。(長和庄地頭に長井時広任命力)

12851弘 安 8以前 1但馬国の太田文、興善院領に領家悲田院の記載。(長和庄も同時寄進力)

13071徳 治 2・ 21東地頭長井時継又は六年後に養母尼阿弥陀仏長井重継に地頭職を譲る。

13081徳 治 3以後 1悲田院と地頭支配権を分割する。地頭ぼ 草戸千軒)の支配権を持つ。

12211承 久 3・ 61承久の乱。幕府ノ八、条院領 (長和庄を含む)を没収し幕府領とするq

13131応 長 1・ 31水呑、重顕寺真言宗より日蓮宗に改宗する。備後国最初の目蓮宗。

鎌倉時代末 1田尻、臨済宗天徳寺、法灯国師の弟子法達祖伝により創立される。

13481貞 和 4・ 121草戸、常福寺の五重塔を頼秀建立。(の こ頃阿弥陀堂 も建立力)

13081徳 治 3閣 81尊治親王 (後醍醐天皇)大覚寺統領 (長和庄を含む)を相続する。

13211元 應 3・ 31草戸、真言律宗常福寺 (現在の明王院)長井頼秀観音堂を建立。

11511仁 平 1・ 111藤原顕頼の一族、安楽寿院の末寺興善院え長和庄を寄進する。

13331元 弘 3・ 51長井貞頼、足利高氏の軍勢催促に応じ幕府軍を攻撃する。

西 暦 1年号年月 1      備               考

13031嘉 元 1・ 121長井一族、京都四条鳥丸等屋守護人となる。

13061嘉 元 4。 61長和庄歓喜光院領に編入され寄進替される。

13421康 永 1・ lo l水呑、法華一乗妙性日像の見舞に上京する。

13291元 徳 1・ 121西地頭長井頼秀嫡子貞頼に地頭職を譲る。

13201元 應 2  1田 尻、日蓮宗顕応寺日像により創立c

12731文 永 10・ 81長和庄地頭職を分害Jする。
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